
みなかみ町都市公園条例施行規則 

 みなかみ町都市公園条例施行規則（平成17年みなかみ町規則第127号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、みなかみ町都市公園条例（平成17年みなかみ町条例第197号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（制限行為の許可申請） 

第２条 条例第４条第１項の規定に基づく許可を受けようとする者は、都市公園利用許可

申請書（様式第１号）を２部、町長に提出しなければならない。 

２ 条例第４条第２項の規定に基づく許可を受けようとする者は、遅滞なく都市公園利用

許可（変更・取下げ）申請書（様式第２号）を正副２通町長に提出しなければならな

い。 

（有料公園施設利用の許可申請） 

第３条 条例第８条第２項の規定に基づく許可を受けようとする者は、次によらなければ

ならない。 

区分 施設の名称 申請の時期 申請書類 

大中島公園 テニスコート（全天

候） 

利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

テニスコート（クレー

コート） 

利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

寺間運動公

園 

野球場 利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

サッカー場 利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

多目的広場 利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

湯桧曽公園 ゲートボール場 利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

テニスコート（全天

候） 

利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

多目的広場 利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

広場 利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

管理棟 利用期日の10日前

まで 

様式第３号（正副２

部） 

（利用期間等） 



第４条 条例第８条第４項の規定により、町長が定める利用期間、利用時間及び休場日

は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、利用期間、利用

時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。 

 （公園施設設置許可申請書等） 

第５条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に

基づく許可を受けようとする者が、当該許可に係る申請書を提出しようとするときは、

次に掲げるいずれかの申請書を正副２部提出しなければならない。ただし、許可を受け

た事項を変更しようとするときの申請書は、様式第３号又は様式第４号に準じるものを

正副２部提出するものとする。 

(1) 都市公園施設設置許可申請書（様式第４号） 

(2) 都市公園施設管理許可申請書（様式第５号） 

（公園占用許可申請書等） 

第６条 法第６条第１項の規定に基づく許可を受けようとする者が、当該許可に係る申請

書を提出しようとするときは、都市公園占用許可申請書（様式第６号）を正副２部提出

するものとする。ただし、許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書は、様式

第６号に準じるものとする。 

 （公園施設設置等期間更新許可申請） 

第７条 法第５条第１項又は第６条第１項の規定に基づく許可を受けた者が、当該許可に

係る期間の更新を受けようとするときは、様式第４号から様式第６号までに準じた申請

書正副２部を町長に提出しなければならない。 

（占用許可期間） 

第８条 法第６条第４項に規定する占用の許可期間は、次のとおりとする。 

(1) 電柱及び地下埋設管の類 10年以内 

(2) 通路、公共駐車場その他これらの類で地下に設けられるもの 10年 

(3) 郵便差出箱又は公衆電話所 ３年 

(4) 非常災害等で設けられる仮設工作物 １年 

(5) 競技会、展示会等のため設けられる仮設工作物 ３月 

（工作物等を保管した場合の掲示の場所） 

第９条 条例第16条第１項第１号の規則で定める場所は、みなかみ町役場とする。 

（保管工作物等一覧簿） 

第10条 条例第16条第２項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、様式第７号によるもの

とする。 

２ 条例第16条第２項の規則で定める場所については、前条の規定を準用する。 

（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第11条 条例第18条に規定する売却の方法は、みなかみ町財務規則（平成17年みなかみ町

規則第27号）に規定する売却の方法の例による。 

（受領書） 

第12条 条例第19条の規則で定める受領書は、様式第８号によるものとする。 



（使用料の免除及び還付申請） 

第13条 条例第11条第５項に規定する使用料の免除又は還付を受けようとする者は、公園 

使用料（免除・還付）申請書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による免除又は還付ができる場合は、次のとおりとする。 

(1) みなかみ町が後援する行事 

(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合 

(3) 町長が特に必要があると認める場合 

（利用許可） 

第14条 町長は、都市公園若しくは有料公園施設の利用若しくは許可事項の変更又は取下

げの許可をしたときは、様式第１号、様式第２号又は様式第３号による申請書に許可印

を押して交付するものとする。 

（指定管理者に管理を行わせる場合の読替え） 

第15条 条例第13条の規定により指定管理者に都市公園及び都市公園施設の管理を行わせ

る場合における第２条、第４条、第13条、第14条、様式第１号、様式第２号及び様式第

９号の規定の適用については、第２条、第４条、第13条、第14条、様式第１号、様式第

２号及び様式第９号中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条及び様式第９号中

「使用料」とあるのは「利用料」とする。 

（その他） 

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。 

附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

有料公園施設 利用期間 利用時間  

大中島公園 テニスコート（全天

候） 

４月１日から 

12月27日まで 

午前８時30分から

午後９時30分まで 

テニスコート（クレー

コート） 

４月１日から 

12月27日まで 

午前８時30分から

午後９時30分まで 

寺間運動公園 野球場 ５月１日から 

10月30日まで 

午前８時から午後

５時まで 

サッカー場 ６月１日から 

10月30日まで 

午前８時から午後

５時まで 

多目的広場 ５月１日から 

10月30日まで 

午前８時から午後

５時まで 

湯桧曽公園 ゲートボール場 ４月29日から 

11月第１日曜日 

午前９時から午後

５時まで 

テニスコート（全天

候） 

４月29日から 

11月第１日曜日 

午前９時から午後

５時まで 



多目的広場 ４月29日から 

11月第１日曜日 

午前９時から午後

５時まで 

広場 ４月29日から 

11月第１日曜日 

午前９時から午後

５時まで 

管理棟 ４月29日から 

11月第１日曜日 

午前９時から午後

５時まで 

 

様式第１号（第２条関係） 

 

都市公園利用許可申請書 

 

年  月  日 

 

  みなかみ町長    様 

 

団体名            

  所在地又は

住所 

  

氏名             

電話             

  次のとおり許可してください。 

1 公園名   

2 利用箇所 別紙図面のとおり（2500分の１） 

3 面積 m2 

4 期間     年  月  日～    年  月  日 

5 目的   

6 入場料及びこれ

に類する金銭

徴収の有無 

 

7 備考   

  

 本書に変更等が生じたときは、所定の手続をとること。 

 

様式第２号（第２条関係） 



都市公園利用許可
変 更 

取下げ 
申請書 

年  月  日 

 

  みなかみ町長    様 

 

団体名            

  所在地又は

住所 

  

氏名             

電話             

  次のとおり許可してください。 

1 許可年月

日 
     年  月  日  

2 公園名   

 3 理由        変更・取下げ 

箇所 

面積            m2 

期間  年  月  日～  年  月  日 

目的 

 4 備考   

  

 不要の文字は、消除すること。 

 

様式第３号（第３条関係） 

 

有料公園施設利用許可申請書 

 

年  月  日 

 

  みなかみ町長    様 

 

団 体 名          

  所在地又は  



住 所 

氏 名          

電 話          

  次のとおり許可してください。 

1 公園名   

2 施設名  

3 期間     年   月   日 午前・後    時から 

    年   月   日 午前・後    時まで 

4 目的   

5 入場料及び

これに類す

る金銭徴収

の有無 

  

 6 備考  

  

 不要の文字は、削除すること。 

 

様式第４号（第５条関係） 

 

都市公園施設設置許可申請書 

 

年  月  日 

 

  みなかみ町長    様 

 

団 体 名          

  所在地又は

住 所 

  

氏 名          

電 話          

  次のとおり施設設置を申請します。 

1 公園名   

2 目的  

3 期間   

4 施設の場所  



5 施設の構造  

 

6 施設の管理

の方法 

 

7 工事実施の

方法 

 

8 工事の着手

及び完了

の時期 

 

9 復旧方法  

 

様式第５号（第５条関係） 

 

都市公園施設管理許可申請書 

 

年  月  日 

 

  みなかみ町長    様 

 

団 体 名          

  所在地又は

住 所 

  

氏 名          

電 話          

  次のとおり施設管理を申請します。 

1 公園名   

2 目的  

3 期間   

4 管理する施

設 

 

 5 管理の方法 

  

 

 

 

様式第６号（第６条関係） 



 

都市公園占用許可申請書 

 

年  月  日 

 

  みなかみ町長    様 

 

団 体 名          

  所在地又は

住 所 

  

氏 名          

電 話          

  次のとおり占用を申請します。 

1 公園名   

2 目的  

3 期間   

4 場所  

5 占用する面

積 

 

 

6 管理の方法  

7 工事実施の

方法 

 

8 工事の着手

及び完了

の時期 

 

9 復旧の方法  

 

様式第７号（第10条関係） 

 

保 管 工 作 物 等 一 覧 簿 

 

整 理

番 号 

保管した工作物等 保管した工

作物等が放

置されてい

た場所 

工作物

等を除

却した

日時 

工作物等

の保管を

始めた日

時 

保管

の場

所 

 

備 考 

名 称

又 は

種 類 

形 状 数 量 



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

様式第８号（第12条関係） 

 

受 領 書 

 

  年  月  日 

 

  みなかみ町長    様 

 

 

返還を受けた者         

住 所          

氏 名          

  次のとおり工作物等(又は現金)の返還を受けました。 

返還を受けた日時 
  

返還を受けた場所 
  

返還 整理番号 
  



名称又は種類 
  

 形状又は

特徴 

  

数量 
  

(返還を受けた金額) 
  

 

様式第９号（第13条関係） 

公園使用料
免除 

還付 
申請書 

年  月  日 

 

  みなかみ町長    様 

 

団 体 名          

  所在地又は

住 所 

  

氏 名          

電 話          

  次のとおり 
免除 

還付 
してください。 

1 許可年月日 年  月  日 

2 公園名   

3 箇所又は施設名   

4 免除又は還付金額 円 

5 理由   

6 備考   

  

 不要の文字は、消除すること



 


